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(57)【要約】
方法及び／又は装置の実施形態は、仮想歯列矯正基部を
提供することができ、歯（例えば、上下の顎）のそれぞ
れの仮想三次元歯モデルに適合する。仮想歯列矯正基部
は、各三次元モデル（例えば、サイズ）と一致する必要
があり、所定の寸法要件に準拠する必要があり、なおか
つ高速に算出される必要がある。三次元の仮想歯モデル
は、（例えば、患者の歯列の石膏製のネガティブ歯型（
例えば、アルギン酸塩又はケイ素）のレーザー走査、口
腔内カメラ走査若しくはＸ線走査に基づいて、又は直接
的に患者の口に対するそのような走査に基づいて）提供
され、又は復元され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータによって実装される、患者の歯列のデジタルモデルからデジタルモデル基
部を作成する方法であって、
　選択された仮想基部型の複数の所定寸法から最初の仮想基部を形成するステップと、
　前記患者の歯列の三次元デジタルモデルを取得するステップと、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルの境界寸法を決定するステップと、
　前記境界寸法に基づいて前記最初の仮想基部の第１の変形を実行するステップと、
　前記変形された仮想基部の第２の変形を局所的な基準に基づいて実行して前記デジタル
モデル基部を形成するステップと、
　少なくとも１つの仮想モデル基部を表示し、記憶し、又は送信するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記選択された仮想基部型は、規制された仮想基部型であるか、又は米国歯科矯正学委
員会の規制に準拠する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記境界寸法は、上歯列弓の部分、下歯列弓の部分、又は咬合状態の前記上歯列弓と前
記下歯列弓の両方のうちの少なくとも１つの三次元境界ボックスを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　選択された仮想基部型の前記複数の所定寸法は、（ｉ）後方角の側面である少なくとも
１つの一対の側面の傾斜面の長さ、（ｉｉ）裏面に対する前記後方角の側面の角度、（ｉ
ｉｉ）前面である第２の一対の側面の前記裏面からの直交線に対する角度、上顎の仮想基
部の上面から下顎の仮想基部の底面までの距離並びに前記上顎の仮想基部及び前記下顎の
仮想基部の高さ制限を含む高さの範囲、を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記最初の仮想基部の前記第１の変形は、前記最初の仮想基部を前から後ろの深さ寸法
及び左から右の幅寸法で拡大縮小する全体変形を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　上顎の仮想基部は、裏面の周辺部、前記裏面の両端にある一対の傾斜背面、前記裏面に
対向する一対の前面、及び前記前面を前記背面に接続する一対の中間面を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　下顎の仮想基部は、裏面の周辺部、前記裏面の両端にある一対の傾斜背面、前記裏面に
対向する一対の中間面、及び前記中間面のそれぞれの第１端部にそれぞれ接続された一対
の中間面、及び前記中間面の第２端部にそれぞれ接続された曲線状の前面を備え、前記曲
線状の前面は円弧を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記変形された仮想基部の前記第２の変形の前記局所的な基準は、前記仮想基部の背面
、中間面及び前面のそれぞれにおける選択点の局所的な移動を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　歯の小帯が、上顎の仮想基部及び下顎の仮想基部に表される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　オペレータの命令が、前記仮想モデル基部の一部を調節することができる、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ｚスケール変位及び局所的なｘｙ変位に従って前記仮想モデル基部の表面の各点を調節
することを更に含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピュータによって実装される、患者の歯列のデジタルモデルからデジタルモデル基
部を作成する方法であって、
　選択された仮想基部型の複数の所定寸法を取得するステップと、
　前記患者の歯列の三次元デジタルモデルを取得するステップと、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルの境界寸法を決定するステップと、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルの前記複数の所定寸法及び前記境界寸法か
ら前記デジタルモデル基部を自動的に形成するステップと、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルと共に少なくとも１つの仮想モデル基部を
表示し、記憶し、又は送信するステップと、
　を含む方法。
【請求項１３】
　前記仮想モデル基部は米国歯科矯正学委員会の規制に準拠する、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記境界寸法は、上歯列弓の部分、下歯列弓の部分、又は咬合状態の前記上歯列弓と前
記下歯列弓の両方のうちの少なくとも１つの三次元境界ボックスを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　選択された仮想基部型の前記複数の所定寸法は、（ｉ）後方角の側面である少なくとも
１つの一対の側面の傾斜面の長さ、（ｉｉ）裏面に対する前記後方角の側面の角度、（ｉ
ｉｉ）前面である第２の一対の側面の前記裏面からの直交線に対する角度、上顎の仮想基
部の上面から下顎の仮想基部の底面までの距離並びに前記上顎の仮想基部及び前記下顎の
仮想基部の高さ制限を含む高さの範囲、のうちの少なくとも２つを含む、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　選択された仮想基部型の複数の所定寸法を取得する手段と、
　患者の歯列の三次元デジタルモデルを取得する手段と、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルの境界寸法を決定する手段と、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルの前記複数の所定寸法及び前記境界寸法か
らデジタルモデル基部を形成する手段と、
　前記患者の歯列の前記三次元デジタルモデルと共に少なくとも１つの仮想モデル基部を
表示し、記憶し、又は送信する手段と、
　を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、全体として歯の診断撮像の分野に関し、より詳細には、三次元歯モデルを位
置決めするための患者の歯列及び三次元基部の三次元撮像に関する。
【背景技術】
【０００２】
　仮想歯モデルは、（例えば、患者の歯列の石膏製のネガティブ歯型（例えば、アルギン
酸塩又はケイ素）に対するレーザー走査若しくは口腔内カメラ走査に基づいて、又は直接
的に患者の口に対するそのような走査に基づいて）受け取られるか、提供されるか、又は
復元される。仮想歯モデルは、患者の歯の石膏モデル又はネガティブ歯型に対するＸ線走
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査に基づいて取得することもできる。仮想モデルは、仮想基部に配置される。しかしなが
ら、仮想歯基部モデルを作成するための方法及び／又は装置を改良する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本出願の態様は、特に歯科用途のために、医用診断処置の技術を発展させることである
。
【０００４】
　本出願の別の態様は、全部にせよ一部にせよ、従来技術における前述の不備及び他の不
備に少なくとも対処することである。
【０００５】
　本出願の別の態様は、全部にせよ一部にせよ、本明細書に記載された利点を少なくとも
提供することである。
【０００６】
　本出願の装置及び／又は方法の実施形態によって提供される利点は、反復可能に、ばら
つきなく、かつ／又は正確に歯の仮想モデルを位置決めすることに関する。
【０００７】
　本出願の装置及び／又は方法の実施形態によって提供される別の利点は、歯の仮想モデ
ルの基部を仮想的に定義することに関する。
【０００８】
　本出願の装置及び／又は方法の実施形態によって提供される別の利点は、歯の規制要件
仕様に従って患者の歯の仮想モデルをばらつきなく位置決めすることに関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示の一態様によれば、患者の歯列のデジタルモデルからデジタルモデル基部を作成
する方法が提供される。この方法は、選択された仮想基部型の複数の所定寸法を取得する
ことと、患者の歯列の三次元デジタルモデルを取得することと、患者の歯列の三次元デジ
タルモデルの境界寸法を決定することと、患者の歯列の三次元デジタルモデルの複数の所
定寸法及び境界寸法からデジタルモデル基部を自動的に形成することと、患者の歯列の三
次元デジタルモデルと共に少なくとも１つの仮想モデル基部を表示し、記憶し、又は送信
することと、を含むことができる。
【００１０】
　これらの対象は、説明のための例によってのみ与えられ、かかる対象は、本発明の１つ
以上の実施形態の例示であり得る。によって本質的に実現される他の望ましい目的及び利
点は、当業者にとって想起され得るか、又は明らかとなり得る。本発明は、添付された特
許請求の範囲によって定められる。
【００１１】
　本発明の前述及び他の目的、特徴及び利点は、添付図面に示されるように、本発明の実
施形態の以下のより詳細な説明から明らかとなるであろう。
【００１２】
　各図面の要素は、互いに対して必ずしも縮尺通りとは限らない。基本的な構造関係又は
動作原理を強調するために、多少の誇張が必要となる場合がある。電力の供給、パッケー
ジング、並びにＸ線システム構成要素の実装及び保護に使用される支援構成要素などの、
記載された実施形態の実装に必要となるいくつかの従来の構成要素は、例えば、説明を簡
単にするために図面には示されていない。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】患者の歯及び関連構造の表面輪郭撮像を行うための撮像装置の構成要素を示す概
略図である。
【図２】パターン化された光をどのように使用して携帯カメラ又は他の可搬型撮像装置を
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用いて表面輪郭情報を取得するかを模式的に示す図である。
【図３】複数本の光を有するパターンを用いた表面撮像の一例を示す図である。
【図４】図３に示したものなどの構造化光撮像から作成された点群を示す図である。
【図５】ポリゴンメッシュを単純な形の三角形メッシュで示す図である。
【図６】本出願に従って仮想歯基部を作成するための例示的な方法の実施形態を示す論理
フロー図である。
【図７ａ】例示的な仮想歯基部モデルの実施形態の斜視図、平面図及び側面図を示す図で
ある。
【図７ｂ】例示的な仮想歯基部モデルの実施形態の斜視図、平面図及び側面図を示す図で
ある。
【図７ｃ】例示的な仮想歯基部モデルの実施形態の斜視図、平面図及び側面図を示す図で
ある。
【図７ｄ】例示的な仮想歯基部モデルの実施形態の斜視図、平面図及び側面図を示す図で
ある。
【図７ｅ】例示的な仮想歯基部モデルの実施形態の斜視図、平面図及び側面図を示す図で
ある。
【図８】三次元歯モデルを囲む例示的な境界寸法を示す図である。
【図９】仮想基部モデルの実施形態に適用される例示的なサイズ設定を示す図である。
【図１０】仮想基部モデルの実施形態に適用される例示的な全体変形を示す図である。
【図１１】仮想基部モデルの実施形態に適用される例示的な局所変形を示す図である。
【図１２】仮想基部モデルを決定する実施形態のための例示的なパラメータを示す図であ
る。
【図１３】ポリゴンメッシュを含む例示的な仮想基部モデルを示す図である。
【図１４】例示的な仮想基部モデルの実施形態に従った局所的な移動を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、例示的な実施形態について説明する。これらの図面では、
同一の参照番号により、いくつかの図面のそれぞれにおける構造の同一の要素が識別され
る。
【００１５】
　「第１の（ｆｉｒｓｔ）」、「第２の（ｓｅｃｏｎｄ）」などの用語が使用される場合
、それらは、任意の序数関係又は優先関係を必ずしも表すものではなく、ある要素又は時
間間隔を別の要素又は時間間隔とより明確に区別するために使用され得る。
【００１６】
　本出願で使用される場合、用語「信号通信で（ｉｎ　ｓｉｇｎａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ）」は、２つ以上の装置及び／又は構成要素が、いくつかの種類の信号経路を
伝わる信号を経由して相互に通信可能であることを意味する。信号通信は有線であっても
良く、又は無線であっても良い。信号は、通信信号、電力信号、データ信号又はエネルギ
ー信号であっても良い。これらの信号は、情報、電力及び／又はエネルギーを、第１の装
置及び／又は構成要素から第２の装置及び／又は構成要素に、第１の装置及び／又は構成
要素と第２の装置及び／又は構成要素との間の信号経路に沿って伝達しても良い。信号経
路は、第１の装置及び／又は構成要素と第２の装置及び／又は構成要素との間の物理的接
続、電気的接続、磁気的接続、電磁的接続、光学的接続、有線接続及び／又は無線接続を
含み得る。信号経路は、また、第１の装置及び／又は構成要素と第２の装置及び／又は構
成要素との間に、別の装置及び／又は構成要素を含み得る。
【００１７】
　本開示の文脈において、用語「画素（ｐｉｘｅｌ）」及び「ボクセル（ｖｏｘｅｌ）」
は、個々のデジタル画像データ要素、すなわち、測定された画像信号の強度を表す単一の
値を記載するために同義的に使用されても良い。従来、個々のデジタル画像データ要素は
、三次元画像又はボリューム画像の場合にはボクセルと呼ばれ、二次元（２Ｄ）画像の場
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合には画素と呼ばれる。本明細書では説明のために、用語のボクセルと画素とは、実質的
に同等であるとみなすことができ、数値の範囲をとることが可能な、画像の基本データを
表す。ボクセルと画素は、空間的な位置と画像データの符号値との両方の属性を有する。
【００１８】
　「パターン化された光（ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｌｉｇｈｔ）」は、所定の空間パターン
を有する光を示すために使用され、それにより、光が、１つ以上の形状を有するようにな
る。このような形状としては、１つ以上の識別可能な平行線、曲線、格子若しくは市松模
様パターン、又は照射されない領域によって隔てられた光の領域を有する他の形状などが
ある。本開示の文脈において、語句「パターン化された光（ｐａｔｔｅｒｎｅｄ　ｌｉｇ
ｈｔ）」と「構造化光（ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｌｉｇｈｔ）」は、同等であるとみなさ
れ、いずれも、輪郭画像データを得るために患者の頭部に投影される光を識別するために
使用される。
【００１９】
　本開示の文脈において、用語「観察者（ｖｉｅｗｅｒ）」、「オペレータ（ｏｐｅｒａ
ｔｏｒ）」及び「ユーザー（ｕｓｅｒ）」は、同等であるとみなされ、観察中の施術者、
技師又は他の人物を指す。これらの人物は、複数の構造化光画像の組み合わせから形成さ
れた輪郭画像をディスプレイモニタ上で観察及び操作する。
【００２０】
　「観察者の命令（ｖｉｅｗｅｒ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）」、「オペレータの命令（
ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）」又は「オペレータのコマンド（ｏｐｅｒ
ａｔｏｒ　ｃｏｍｍａｎｄ）」は、観察者によって入力された明示的なコマンドから取得
することが可能であり、あるいは、例えば、機器の設定を作成するなどの、いくつかの他
のユーザーの行為に基づいて暗黙的に取得又は導出されても良い。例えば、ディスプレイ
モニタやキーボードを用いたインターフェースなどのオペレータ・インターフェース上で
入力されたエントリに関して、用語「コマンド（ｃｏｍｍａｎｄ）」と「命令（ｉｎｓｔ
ｒｕｃｔｉｏｎ）」は、オペレータの入力を参照するために同義的に使用されても良い。
【００２１】
　本開示の文脈において、１本の光の投影線は、「一次元（ｏｎｅ　ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ
ａｌ）」パターンとみなされる。これは、当該線は、ラインレーザーから投影されるとき
などには、ほぼ無視できる幅であり、支配的な寸法の長さを有するためである。同時に、
又は走査される構成で、並行して投影された２本以上のかかる線は、二次元パターンを提
供する。例示的な実施形態において、光の線は、直線、曲線、又は三次元とすることがで
きる。
【００２２】
　用語「三次元モデル（３－Ｄ　ｍｏｄｅｌ）」、「点群（ｐｏｉｎｔ　ｃｌｏｕｄ）」
、「三次元表面（３－Ｄ　ｓｕｒｆａｃｅ）」及び「メッシュ（ｍｅｓｈ）」は、本開示
の文脈において同義的に使用されても良い。高密度の点群は、点群を形成するためのボリ
ューム撮像技術の当業者にとって公知の技術を用いて形成され、表面形状に対応する頂点
を点群から識別する方法に実質的に関連する。従って、高密度の点群は、復元された輪郭
データを用いて１つ以上の反射率画像から作成される。高密度の点群の情報は、歯及び歯
茎の表面のための高密度のポリゴンモデルの基礎として機能する。
【００２３】
　本出願に係る装置及び／又は方法の実施形態は、歯の仮想モデルの基部を仮想的に定義
して、当該基部に対して仮想歯モデルを反復可能に、正確に、かつ／又は高速に方向付け
ることを容易にすることを目的とする。ある例示的な実施形態では、患者の歯列の三次元
デジタルモデルの複数の所定寸法及び境界寸法からデジタルモデル基部を自動的に形成す
ることができる。仮想歯モデルの１つの例示的な利用は、歯列矯正治療における仮想記憶
目的のためである。
【００２４】
　仮想歯モデルは、（例えば、患者の歯列の石膏製のネガティブ歯型（例えば、アルギン
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酸塩若しくはケイ素）に対するレーザー走査若しくは口腔内カメラ走査に基づいて、又は
直接的に患者の口に対するそのような走査に基づいて）受け取られるか、提供されるか、
又は復元される。仮想歯モデルは、患者の歯の石膏モデル又はネガティブ歯型に対するＸ
線走査に基づいて取得することもできる。従って、仮想歯モデルは、口腔内又は口腔外を
走査する装置／方法を用いて取得することができる。仮想歯モデルは、仮想基部又は仮想
基部モデルに配置することができる。この仮想歯モデルの１つの例示的な利用は、歯列矯
正治療における仮想記憶目的のためである。
【００２５】
　一実施形態において、患者の歯列の仮想歯モデルは、口腔内スキャナから取得すること
ができる。
【００２６】
　図１は、構造化光パターン４６を用いて投影及び撮像するための撮像装置７０を示す概
略図である。撮像装置７０は、本開示の実施形態に従って画像を獲得するために携帯カメ
ラ２４を使用する。制御論理プロセッサ８０、又は、カメラ２４の一部であっても良い他
の種類のコンピュータは、構造化光を生成する照明アレイ１０の動作を制御し、撮像セン
サアレイ３０の動作を制御する。歯２２からなどの、表面２０からの画像データは、撮像
センサアレイ３０から取得され、メモリ７２に記憶される。制御論理プロセッサ８０は、
画像を獲得するカメラ２４の構成要素との信号通信で、受信した画像データを処理するこ
とができ、メモリ７２にマッピングを記憶させる。次いで、メモリ７２からの結果画像を
、必要に応じてディスプレイ７４にレンダリングし、表示する。メモリ７２は、ディスプ
レイ７４の画像内容を一時的に記憶するための表示バッファを含んでも良い。制御論理プ
ロセッサ８０は、別個のディスプレイ及びユーザー入力機能を備えたスタンドアロンのコ
ンピュータ又はワークステーションの一部とすることができる。制御論理プロセッサ８０
は、カメラ２４に対して遠隔に位置することができる。
【００２７】
　表面のフリンジ投影撮像では、複数本の線からなるパターンが、所与の角度から対象物
の表面に向かって照明アレイ１０から投影される。次いで、表面からの投影パターンを別
の角度から輪郭画像として観察し、輪郭線の様相に基づいて表面情報の分析を行うために
三角測量を利用する。位相シフトは、投影パターンを空間的に少しずつシフトさせること
によって新たな位置で別の測定値を取得するためのものであり、通常はフリンジ投影撮像
の一部として施され、表面の輪郭マッピングを完成させて輪郭画像の全体的な解像度を向
上させるために使用される。
【００２８】
　図２の概略図は、１本の光Ｌの例により、パターン化された光をどのように使用して携
帯カメラ又は他の可搬型撮像装置を用いて表面輪郭情報を取得するかを示す図である。照
明アレイ１０が光のパターンを表面２０に導くときにマッピングが取得され、撮像センサ
アレイ３０に線Ｌ’の対応画像が形成される。撮像センサアレイ３０の各画素３２は、表
面２０による変調に応じて、照明アレイ１０の対応画素１２にマッピングされる。図２に
表されるように、画素位置をシフトすることにより、表面２０の輪郭に関する有用な情報
が得られる。図２に示した基本的なパターンは、様々な照明源及びシーケンスを用いて、
更には１つ以上の異なる種類のセンサアレイ３０を用いて、多くの方法で実現可能である
ことを認めることができる。照明アレイ１０は、光変調に使用される多くの種類のアレイ
のいずれかを利用することができる。このようなアレイとしては、テキサス・インスツル
メンツ（ダラス、テキサス州）のＤｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ又は
ＤＬＰデバイスを用いて提供されるものなどの、液晶アレイ又はデジタルマイクロミラー
アレイなどがある。この種の空間光変調器を照射経路に使用して、マッピングシーケンス
に必要とされる光パターンを変化させる。
【００２９】
　図１及び２に示した配置を複数回繰り返す構造化光パターンを表示する画像を投影し、
取り込むことにより、撮像対象物の多くの表面点が、カメラの輪郭線の画像によって同時
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に位置付けられる。これにより、対象物の外面の一部又は全部に光の平面を「描く」ため
に光の平面を（更には、通常は受信カメラも）横方向に移動させつつ、多くの標本点の収
集工程を高速化することができる。
【００３０】
　図３は、複数本の光を有するパターンを用いた表面撮像を示す図である。線パターンを
少しずつシフトすること及び他の技術は、表面に沿った急峻な変化から生じ得る誤差及び
不明瞭さを補償するのに役立つが、それにより、投影された各線に対応する部分を明確に
識別することが困難となり得る。図３では、例えば、線分１６が線分１８又は隣接する線
分１９と同じ照明線に由来するかどうかを判定することが困難となり得る。
【００３１】
　画像を獲得したときに対象物と相対的な座標系の範囲内でカメラの瞬時位置及び光の線
の瞬時位置を知ることにより、コンピュータ及びソフトウェアは、三角測量法を使用して
照明先の多くの表面点の座標を計算することができる。平面が移動されて対象物の表面の
一部又は全部と最終的に交差すると、ますます多くの点の座標が蓄積される。この画像獲
得の結果、ボリューム内で表面の範囲を表すために、頂点位置又は頂点の点群を識別し、
使用することができる。一例として、図４は、図３に示したものなどのパターン化された
照明からの結果を用いて、構造化光撮像装置であるケアストリームヘルス社（米国、ニュ
ーヨーク州、ロチェスター）製のＣＳ　３５００三次元カメラから作成された高密度の点
群５０を示す図である。点群５０は、歯の表面及び他の口腔内表面における標本点の物理
的位置、又はより一般的には、現実世界の対象物の表面の物理的位置をモデル化したもの
である。様々な解像度を得ることができる。図４の例は、例示的な１００ミクロンの解像
度を示している。点群の位置は、対象物の三次元表面における実際の測定点を表す。
【００３２】
　表面構造は、ポリゴンメッシュを形成することによって点群表現から近似することがで
きる。このとき、隣接する頂点が線分によって接続される。ある頂点に対し、それに隣接
する頂点は、ユークリッド距離に換算して当該頂点に最も近い頂点である。
【００３３】
　一例として、図５は、（例えば、患者の歯列の）三次元ポリゴンメッシュモデル６０を
単純な形の三角形メッシュで示す図である。三角形メッシュは、隣接する境界を共有する
三角形平面部分の形で、基本的なメッシュ構造を形成する。このメッシュ構造は、点群か
ら作成することができ、三次元対象物をその近似的な表面形状によって表すデジタルモデ
ルとして使用することができる。三角形メッシュ又はより複雑なメッシュ構造などのポリ
ゴンメッシュモデルを形成する方法／装置は、輪郭撮像技術の当業者にとって周知である
。
【００３４】
　図６の論理フロー図は、本開示に従って仮想歯基部を作成する（例えば、歯列矯正の基
部モデル）ための例示的な方法の実施形態を示す図である。復元された三次元の仮想歯モ
デルから始まって、ある例示的な方法及び／又は装置の実施形態では、この仮想歯モデル
（復元された仮想歯モデル）の基部を仮想的に処理する。仮想歯モデルは、規制要件（例
えば、米国歯科矯正学委員会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｏｒｔｈｏｄｏｎ
ｔｉｃｓ：ＡＢＯ）の方針）を考慮又は遵守して、仮想歯列矯正基部に表示されることが
必要とされ得るか、又は必要とされる。本明細書におけるある例示的な仮想基部の実施形
態は、少なくとも仮想歯モデルのサイズに適合する。
【００３５】
　図６に示すように、仮想基部の要件ステップＳ６００において、規則に関する複数の仮
想基部の要件を取得することができる。本明細書におけるいくつかの例示的な仮想基部の
実施形態は、米国歯科矯正学委員会（ＡＢＯ）の仮想歯列矯正基部の規制要件を少なくと
も遵守する。例えば、本明細書におけるある例示的な仮想基部の実施形態は、少なくとも
以下の規則を遵守する。
基部（ｂ）の後方角における傾斜面の長さは１３．０ｍｍである。
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指定角度は、６５．０°である（例えば、全ての面の方向が、規制当局によって課される
）。
基部の最小高さは１３．０ｍｍである。
上顎基部と下顎基部の間の距離は、６０．０～７０．０ｍｍの間に含まれる。
しかしながら、本出願の実施形態は、そのように制限されることを意図するものではない
。これは、代替的な実施形態において、このような例示的な歯の仮想基部の実施形態が別
の規則、つまり種々の規則に従うことができるためである。
【００３６】
　図７ａは、本出願に係る例示的な仮想歯基部モデルの実施形態（例えば、上顎弓及び／
又は下顎弓）の透視図を示す図である。図７ａに示すように、例示的な仮想歯基部モデル
の実施形態７００は、本出願によると上部及び／又は下部（例えば、上顎弓及び／又は下
顎弓）を含むことができる。下部７５０と上部７６０の間の第１距離７０７は、好ましく
は第１の所定範囲の間にあり、そのため、モデル７００の高さは、所定の高さ範囲７０８
の間にある。
【００３７】
　図７ｂは、本出願に係る仮想歯基部モデルの実施形態（例えば、上顎弓）のための例示
的なフットプリントの平面図を示す図である。図７ｃは、本出願に係る図７ｂの例示的な
仮想歯基部モデルの実施形態の断面図を示す図である。図７ｂに示すように、仮想基部７
５０の傾斜面７０２は所定の長さを有し、選択された角度７０４によって所定の弓形が形
成される。図７ｃに示すように、仮想基部７００の上部７５０（又は下部７６０）は、所
定の高さ７０６（例えば、最小高さ）よりも高い。
【００３８】
　図７ｃは、本出願に係る例示的な仮想歯基部モデルの実施形態（例えば、上顎弓及び／
又は下顎弓）の透視図を示す図である。図７ｃに示すように、下部及び／又は上部７５０
、７６０の間の距離７０８は、所定範囲内にある。
【００３９】
　図７ｄは、本出願に係る仮想歯基部モデルの実施形態（例えば、下顎弓）のための例示
的なフットプリントの平面図を示す図である。図７ｅは、本出願に係る例示的な仮想歯基
部モデルの実施形態（例えば、下顎弓）の断面図を示す図である。図７ｄに示すように、
仮想基部７００の傾斜面７０２は所定の長さを有し、選択された角度７０４によって所定
の弓形が形成される。図７ｅに示すように、仮想基部７００の上部及び／又は下部７５０
、７６０は、所定の高さ７０６よりも高い。図７ｄの例示的な実施形態では、下顎基部７
６０は、上顎基部と同じ規則を有することができるが、曲線形状（例えば、円形）を前面
に有することができる。一実施形態では、角度７０４を６５度とすることができ、所定の
高さの閾値７０６を１３ｍｍとすることができ、長さ７０２を１３ｍｍとすることができ
る。
【００４０】
　歯の小帯（又は小帯）は、唇と歯茎の間にある皮膚の小さなひだである。ある例示的な
実施形態において、小帯は、仮想基部の表面上の小さなピークとして表すことができる。
図７ａ～７ｅに示すように、基部の右側と左側において、歯の小帯７２０を見ることがで
きる。一実施形態では、角度７０４を６５度とすることができ、長さ７０２を１３ｍｍと
することができる。
【００４１】
　次いで、歯の三次元モデルを取得するステップＳ６１０は、患者の歯列の三次元デジタ
ルモデルを入力する。本明細書で説明したように、患者の歯列の三次元デジタルモデルを
、（例えば、口腔外技術又は口腔内技術を用いて）当業者に知られているように取得する
ことができる。患者の歯列の三次元デジタルモデルの境界寸法を決定するステップＳ６２
０は、患者の歯列の三次元デジタルモデルを囲む三次元エンクロージャを決定することが
できる。図８に示すように、三次元境界ボックス８１０は、患者の歯列の三次元デジタル
モデル８２０を囲むように決定される。図８において、境界ボックス８１０は、上歯列弓
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モデルと下歯列弓モデルの両方を囲む寸法を有する二次元の長方形として示される。ある
例示的な実施形態において、境界ボックス８１０は、咬合位又は咬合関係にある上下の歯
列弓モデルを囲むことができる。
【００４２】
　次いで、変形ステップＳ６３０は、仮想基部モデルを好ましくは自動的に作成すること
ができる。ある例示的な実施形態において、変形ステップＳ６３０は、境界寸法及び局所
的な基準に基づいた全体変形及び局所変形を含むことができる。上顎基部及び下顎基部の
寸法（例えば、面の高さ及び長さ、並びに咬合状態に合わせられた両方のモデル７５０、
７６０の全高（及び、必要に応じて小帯の位置））は、上顎及び下顎の復元後の仮想歯モ
デルのサイズ及び形状に好ましくは自動的に適合する。図９に示すように、（例えば、上
顎及び下顎の）全体的な歯モデルの三次元境界ボックス８１０から、最初の所望の又は最
適なサイズを、１つ以上の仮想基部７５０、７６０に対して決定することができる。次い
で、最初の仮想基部のサイズに対し、仮想基部を全体として調節する全体変形を施すこと
ができる。
【００４３】
　ある例示的な実施形態によって提供される全体変形は、（ｉ）最適距離（例えば、必要
な高さ）に配置されるように各面を変形すること、及び／又は（ｉｉ）前から底面に、か
つ右から左に全体的に拡大縮小することを含む。図１０は、最初にサイズ設定した仮想基
部モデルに適用される例示的な全体変形を示す図である。１つの例示的な実施形態では、
最初の仮想基部（複数可）を自動的に歪ませて、選択されたサイズを有するようにするこ
とができる。このサイズは、現在の審美的基準及び／又は現在の慣例に対応して、患者の
歯の実際の石膏に対するモデル基部を定義することができるようになっている。別の例示
的な実施形態では、いくつかの手動入力を検討又は使用することもできる。ステップＳ７
３０において、全体的に変形させた仮想基部モデルに対し、次いで、局所変形を施すこと
ができる。一実施形態において、例示的な局所変形は、部分単位（例えば、背面、中間面
及び前面）で実行することができる。ある例示的な実施形態によって提供される局所変形
は、仮想基部の主要な、又は本来の各点（例えば、角、前面の点、小帯など）を局所的に
移動することを含む。図１１は、全体的に変形させた仮想基部モデルに適用される例示的
な局所変形を示す図である。図１１に示すように、各部分について、次いで、図示した矢
に沿って基部の局所的な高さを変えることにより、全体的に変形させた基部の高さを局所
的に適合させることができる。
【００４４】
　次いで、表示ステップＳ６３０は、仮想歯モデルに組み付けられた最終的な仮想基部モ
デルを好ましくは表示することができる。本出願の例示的な方法及び装置の実施形態に係
る最終的な仮想基部モデルは、所定の要件を依然として守る（例えば、ＡＢＯによって定
義された要件の基準を遵守する）。あるいは、最終的な仮想基部モデルを記憶又は送信し
て使用することができる。
【００４５】
　パラメトリックな仮想基部の例示的な定義
　仮想基部モデルを決定する実施形態のための例示的なパラメータを図１２に示す。１つ
の例示的な工程の実施形態において、仮想動的基部１２００は、式（１）に示した以下の
アルゴリズム的関係により、完全にパラメトリックに決定することができる。
ｄ＝［（ａ＋ａ’）ｔａｎβ－ｈ］／ｑ
ｃ＝（ａ＋ａ’）／ｑ＋ｈ＊［１／ｓｉｎβ－１／（ｑ＊ｔａｎβ）］－ｂ　式（１）
式中、
ｑ＝ｓｉｎβｔａｎβ－ｃｏｓβ
ａ’＝ｂ＊ｓｑｒｔ（２－２ｃｏｓβ）
【００４６】
　あるスケールを仮想動的基部１２００に適用した場合（例えば、Ｘ＝Ｓａのスケール値
かつＹ＝Ｓｈのスケール値）、様々な長さが以下の式（２）として変化する。
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Δａ＝（Ｓａ－１．０）＊ａ
Δｂ＝０．０
Δｈ＝（Ｓｈ－１．０）＊ｈ
Δｄ＝Δａ＊ｔａｎβ／ｑ－Δｈ／ｑ
Δｃ＝√［Δｄ

＊Δｄ＋Δｈ
＊Δｈ－２＊Δｄ

＊Δｈ
＊ｃｏｓβ］　式（２）

【００４７】
　好ましくは、仮想基部モデルは、同一のメッシュではない。ある例示的な実施形態にお
いて、仮想基部モデル１２００は、いくつかの点及び三角形を含む。図１３は、仮想基部
モデル１２００を形成する例示的なポリゴン（例えば、三角形）メッシュを示す図である
。
【００４８】
　基部の各点Ｐ（Ｐｘ，Ｐｙ，Ｐｚ）について、図１３に示すように、位置を定めること
ができる。この位置は、ａ、ｈ、ｃ、ｄ、ｂ及びβにのみ依存し、そのため、ａ、ｈ、ｂ
及びβにのみ依存する（ｃ及びｄが、ａ、ｈ、ｂ及びβにのみ依存するためである）。ス
ケールが適用されると、次いで、点Ｐの新たな位置は、以下の式（３）となる。
　Ｐ’＝Ｐ＋ｗａ

＊ΔａＸ＋ｗｃ
＊ΔｃＶｃ＋ｗｄ

＊Δｄ
＊Ｖｄ　式（３）

（Ｐｙ＞－ｂ＊ｓｉｎβ）の場合、
　ｗｃ＝０．０かつｗｄ＝０．０
（－（ｂ＋ｃ）＊ｓｉｎβ＜Ｐｙ＜－ｂ＊ｓｉｎβ）の場合、
　ｗｄ＝０．０
（Ｐｙ＜－（ｂ＋ｃ）＊ｓｉｎβ）の場合、
　ｗｃ＝１．０
Ｐｘが正又は負である場合、ベクトルＶｄとＶｃは異なる。従って、基部に施された（例
えば、全体的又は局所的な）歪みに応じて仮想基部モデルの各点の歪みを求めることがで
きる。
【００４９】
　図１４は、例示的な仮想基部モデルの実施形態に従った局所的な移動を示す図である。
図１４に示すように、局所的な移動（例えば、局所的なｚスケール及び局所的なｘｙ変位
）の場合、ｘｙの局所的な変位は、点が配置される部分に沿ってのみ行うことができる。
例えば、前面の右端部にＰが属している場合、Ｐは、ベクトルＶｄに沿ってのみ移動する
ことができる。局所的なｚスケールの場合、垂直面に属している点は、関連する端部及び
底部の点までの距離に従って移動することができる。
【００５０】
　本出願に係るある例示的な方法及び／又は装置の実施形態では、歯の仮想モデルの基部
を仮想的に定義することができる。本出願に係る例示的な実施形態は、本明細書に記載さ
れた各種の特徴を（個別に又は組み合わせて）含むことができる。図６に図示した例示的
な方法の実施形態は、スタンドアロンのコンピュータ、ワークステーションなど、又は、
歯の撮像装置／歯のＸ線システムに不可欠な同様のプロセッサ若しくは制御論理プロセッ
サによって実行され得るが、図６の方法の実施形態は、それらによって限定されることを
意図するものではない。
【００５１】
　ある例示的な実施形態において、式（１）～（３）によって決定されるなどの、仮想基
部モデルを決定するためのパラメータは、全部にせよ一部にせよ、ステップＳ６３０を実
装するために使用することができるが、図６の方法の実施形態は、それらによって限定さ
れることを意図するものではない。
【００５２】
　ある例示的な実施形態では、個別化されたデジタルモデルの基部を、各患者について、
上述した各患者の歯列の三次元デジタルモデルの複数の所定寸法及び境界寸法から形成す
ることができる。ある例示的な方法及び／又は装置の実施形態では、ＡＢＯの規定及び／
又は施行後の規制当局の要件に依然として準拠する、個人化されたデジタルモデルの基部
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（例えば、歯列モデル）を各患者について形成することができる。
【００５３】
　本開示の一実施形態に合わせて、本開示は、記憶される命令を含むコンピュータプログ
ラムを利用する。この命令は、電子メモリからアクセスされる画像データに作用する。画
像処理技術の当業者によって理解され得るように、本出願の実施形態のコンピュータプロ
グラムは、パーソナルコンピュータ又はワークステーションなどの、適切な汎用コンピュ
ータシステムによって利用することができる。しかしながら、ネットワーク化された処理
装置を含む、多くの他の種類のコンピュータシステムを使用して、本出願のコンピュータ
プログラムを実行することができる。本出願の方法を実行するコンピュータプログラムは
、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されても良い。この媒体は、例えば、ハードドライブ
若しくはリムーバブル装置などの磁気ディスク若しくは磁気テープなどの磁気記憶媒体、
光学ディスク、光学テープ若しくは機械可読バーコードなどの光学記憶媒体、ランダムア
クセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＡＭ）若しくはリードオ
ンリーメモリ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ：ＲＯＭ）などの固体電子記憶装置、
又はコンピュータプログラムを記憶するのに用いられるその他の物理的な装置若しくは媒
体を含んでも良い。本出願の方法を実行するコンピュータプログラムは、インターネット
又は他の通信媒体を介して画像処理装置に接続されているコンピュータ可読記憶媒体に記
憶されても良い。当業者は、かかるコンピュータプログラム製品の均等物をハードウェア
で構成しても良いことを容易に理解するであろう。
【００５４】
　用語「メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）」は、本出願の文脈において「コンピュータアクセス可
能なメモリ（ｃｏｍｐｕｔｅｒ－ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ　ｍｅｍｏｒｙ）」と同等であり
、例えば、データベースを含む、画像データの記憶及び処理に使用され、かつコンピュー
タシステムにとってアクセス可能である任意の種類の一時的又はより永続的なデータ記憶
装置の作業空間を指すことができることに留意すべきである。メモリは、例えば、磁気記
憶装置又は光学記憶装置などの長期記憶媒体を用いて、不揮発性とすることが可能である
。あるいは、メモリは、マイクロプロセッサ又は他の制御論理プロセッサ装置によって一
時的なバッファ又は作業空間として用いられるランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）などの
電子回路を用いて、より揮発的な性質を有することも可能である。画像を表示するには、
メモリ記憶装置が必要である。表示データは、例えば、一時記憶バッファに記憶されるこ
とが多い。この一時記憶バッファは、表示装置に直結され、表示データを提供するために
必要に応じて定期的にリフレッシュされる。この一時記憶バッファは、本用語を本出願で
使用する場合にはメモリとみなすこともできる。メモリは、計算及び他の処理の中間結果
及び最終結果を実行及び記憶するためのデータ用作業空間としても使用される。コンピュ
ータアクセス可能なメモリは、揮発性、不揮発性、又は揮発型と不揮発型との混合の組み
合わせとすることができる。
【００５５】
　本出願のコンピュータプログラム製品は、周知の様々な画像操作アルゴリズム及び画像
操作プロセスを利用しても良いことが理解されよう。本出願のコンピュータプログラム製
品の実施形態は、本明細書で具体的に図示も説明もされていない、実装に有用なアルゴリ
ズム及びプロセスを取り入れても良いことが更に理解されよう。かかるアルゴリズム及び
プロセスは、画像処理技術の通常の技量の範囲内である従来のユーティリティを含んでも
良い。かかるアルゴリズム及びシステム、並びに、画像を作成し、さもなければ処理する
か、又は本開示のコンピュータプログラム製品と協調するハードウェア及び／又はソフト
ウェアの別の態様は、本明細書で具体的に図示も説明もされておらず、当技術分野におい
て既知であるこのようなアルゴリズム、システム、ハードウェア、構成要素及び素子から
選択されても良い。
【００５６】
　１つ以上の実装に関して本発明を説明してきたが、添付された請求項の思想及び範囲か
ら逸脱することなく、説明した例に変更及び／又は修正を施すことができる。加えて、本
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発明の特定の特徴は、いくつかの実装の１つに関して開示され得るが、かかる特徴は、所
与の、又は特定の機能にとって望ましく、かつ有利であり得るように、他の実装の１つ以
上の他の特徴と組み合わせることができる。用語「の少なくとも１つ（ａｔ　ｌｅａｓｔ
　ｏｎｅ　ｏｆ）」は、列挙された項目の１つ以上を選択できることを意味するのに使用
される。用語「約（ａｂｏｕｔ）」は、列挙された値をある程度変更可能であることを示
す。ただし、その変更により、工程又は構造が、例示した実施形態に不適合とならない場
合に限られる。最後に、「例示的な（ｅｘｅｍｐｌａｒｙ）」は、説明が理想的なもので
あることを意味するのではなく、説明が一例として使用されていることを示す。本発明の
他の実施形態は、本明細書に開示された本発明の明細書及び実施の考察から当業者にとっ
て明らかとなるであろう。従って、現時点で開示された実施形態は、例示的であり、限定
的ではないとあらゆる点で考えられる。本発明の範囲は、添付された特許請求の範囲によ
って示されており、その均等物の意味及び範囲内に含まれる全ての変更は、その特許請求
の範囲内に包含されることが意図される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７ａ】

【図７ｂ－７ｃ】
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【図１１】
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